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 行政改革推進本部事務局 



○本田座長 それでは、ただ今から第15回年金業務・組織再生会議を開催いたします。 

 本日の会議におきましては、事前に委員の皆様方にお目通しをいただいているかと思い

ますが、前回会議までの議論を踏まえまして、事務局に中間整理の素案を用意させました。

本日はこれを基に個別の項目ごとに議論を進め、できる限り意見の取りまとめを行いまし

て、また仮に修正が必要ということであればその修正の方向も今日取りまとめたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

（プレス退室） 

○本田座長 それでは、前回会議までの議論を踏まえまして中間整理の素案を用意させて

いただきましたので、この資料の項目ごとに議論を進めてまいりたいと思います。まずは

事務局の方から読み上げていただきたいと思います。 

○長田行政改革推進事務局企画官 恐縮でございます。まず、少し素案の朗読の前に１点

だけご報告をさせていただきたいと思います。前回の会議の中で社会保険庁から監査体制

のブロック集約化について８ブロックで実施しているという話がございまして、座長の方

から８で正しいのかどうかというご指摘がございましたが、９ブロックの誤りでございま

した。ということを確認いたしましたので１点ご報告をさせていただきます。 

○越尾行政改革推進事務局参事官補佐 それでは、素案の方を読み上げさせていただきま

す。最後までまとめて読み上げさせていただきますので、少々長いですけれども、よろし

くお願いいたします。 

 

日本年金機構の「外部委託の推進についての基本的な考え方」について 

（中間整理）【素案】 

１ 外部委託の推進についての中間整理に当たって 

 当会議は、①外部委託の推進についての基本的な事項及び②職員の採用についての基本

的な事項に関する意見を整理することを任務としており、②については、去る10月４日に

中間整理を公表した。 

 さらに、今回、10月以降、社会保険庁や外部有識者からのヒアリングなどを重ねた上で

討議を行い、①についての考え方を中間整理として取りまとめることとしたものである。 

 この間の議論においては、新たに設立される日本年金機構（以下「機構」という。）が

国民に信頼される組織として再生するために必要なことは何か、といった観点から、「外

部委託の推進、職員の採用のあり方の検討」という当会議の役割を果たすため、これらに

密接に関連する機構の組織のあり方なども含め、幅広く議論を行った。 

 したがって、今回の中間整理においては、「外部委託の推進のあり方」についての現時

点における検討結果の整理を中心としつつ、新たな機構に求められるべき諸点についても

併せて指摘することとした。 

 

２ 新しい組織づくりの理念、視点と外部委託の目的 
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 ○外部委託の推進を検討するに際しては、まずは、新しい機構をどのような組織とすべ

きか、という組織づくりの理念や視点を明確にし、それに沿って、外部委託の目的を

明確にすることが必要である。 

 ○日本年金機構法（以下「機構法」という。）第２条においては、機構の基本理念とし

て、国民の信頼確保、国民の意見の反映、サービスの質の向上、業務運営の効率化、

公正性及び透明性の確保が掲げられており、これらを組織づくりの基本的な視点とす

ることは当然である。とりわけ、業務が正確に遂行されることが、国民にとって最大

の関心事であり、何にも増して重要なことである。 

○また、特に、国民の信頼を確保するためには、これまでの反省の上に立って、年金記

録問題検証委員会報告書（以下「検証委報告書」という。）における指摘をはじめと

して、社会保険庁についてこれまで指摘されてきた問題点、すなわち、三層構造に伴

う問題、職員団体の問題、地方事務官制度に係る問題などの結果としてもたらされた

組織ガバナンスやＩＴガバナンスの欠如、コンプライアンス（法令遵守）意識や業務

を正確に遂行するという意識の不十分さなどの組織構造や組織体質と関わる問題を一

掃するため必要な組織改革を断行しなければならない。 

○このような組織づくりの基本的な視点の下、単に外部委託できるかできないかという

視点ではなく、業務の効率化やコスト削減、国民サービスの向上を実現するという外

部委託の目的にしたがって、その適否について検討することが必要である。 

 

３ 外部委託推進の基本的考え方 

○外部委託を進めるに当たっては、その前提として、まずは現行の業務の徹底した見直

しを行い、システム化などを通じた合理化・効率化を図ることが不可欠である。その

意味で、これまでの「業務・システム最適化計画」などによる取組に加え、更に合理

化・効率化を進めることができるものはないのか、精査が必要である。 

○その上で、外部委託を行うことによって、機構全体としての業務の効率化やコスト削

減、国民サービスの向上に資する業務については、積極的に外部委託を行うべきであ

る。 

○現在計画されているシステムの刷新は、上記観点を含め、新たに発足する機構の業務

運営にとって極めて重要な位置を占めるものであり、検証委報告書における指摘に基

づく必要な点検・評価も受けつつ、これを推進することが必要である。 

○また、「行政処分である」「権力性が高い業務である」などとして、一律に外部委

託を不可とするのではなく、外部委託を行う上で課題があれば、どのようにすれば

課題解決が可能か、といったスタンスで検討を進め、国民サービスの向上という視

点に立って、最も望ましい業務のあり方を検討することが必要である。 

○なお、外部委託を推進するに当たっては、業務の標準化を行うことが重要である。

事業者の創意工夫を妨げない範囲で業務フローの見直しを行い、標準化を図るべき
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である。 

○外部委託を行う際には、委託した業務の最終責任を負うのはあくまで機構であるこ

とにかんがみ、委託元となる機構が、業務を委託先に任せきりにすることなく、委

託業者の業務内容を適正に管理、監視し、委託者としての管理責任を果たすことが

最も重要である。 

 

４ 現時点における外部委託の取組状況 

 ○社会保険庁においては、現在、公的年金の運営主体として、厚生年金保険及び国民年

金に係る以下のような業務を実施している。 

  ①適用業務 

  ・厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づき、年金制度に加入すべき事業所及び

被保険者からの届出に基づいての加入手続を行う。 

・厚生年金保険については、各種届出が適正に行われているかについての事業所に対

する調査を実施し、また、未適用事業所の把握、加入勧奨を行うとともに、呼出、

戸別訪問による加入指導によってもなお加入手続を行わない事業所に対しては、

立入検査などを行い、職権適用を実施する。 

  ②徴収業務 

  ・厚生年金保険については、標準報酬月額の決定や厚生年金保険料額の決定・徴収を

行う。 

  ・厚生年金保険料などの滞納事業所に対しては、納付の督促を行い、督促を行っても

なお納付がなされない事業所に対しては、差押えによる滞納処分を実施する。 

  ・国民年金保険料については、納付書を送付し、収納を行う。 

  ・国民年金保険料の未納者に対しては、市町村から提供される所得情報に基づき、そ

の属性に応じ、強制徴収、納付督励、免除勧奨などを行う。 

  ③相談業務 

  ・来訪、電話、文書などにより、各種年金の裁定請求などに係る相談を行うとともに、

年金加入記録及び年金見込額に関する通知やインターネットによる年金加入記録

の即時提供を実施する。 

  ④給付業務 

  ・被保険者からの申請に基づき、老齢、障害、遺族等の各種年金の給付裁定を実施す

る。 

  ⑤記録管理 

  ・厚生年金保険及び国民年金の被保険者についての加入履歴、被保険者記録（資格取

得年月日、資格喪失年月日、保険料納付履歴、標準報酬月額など）などに関する

記録及び年金受給者についての給付記録を管理する。 

 ○社会保険庁においては、2005年（平成17年）12月に策定した「人員削減計画」に基づ
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き、上記業務のうち、非権力的で、国民の権利義務の確定に至らない業務であって、

外部への委託によって効率化効果が見込まれ、職員による判断を要せず、業務品質の

確保が可能と考えられるものについて、外部委託を推進している。これまでの外部委

託の取組（今後の予定を含む。）を整理すると、以下のとおりである。 

  ①各種届書の処理業務（適用・徴収・給付） 

  ・対面を必要としない届書の郵送受付・審査・決定・入力・編綴・保管、通知書など

の印刷・交付などの定型的業務については、順次、事務処理の集約化を図るとと

もに、そのうち、「職員の判断を必要としない業務」についての外部委託を実施

している。 

  ②適用業務 

  ・厚生年金保険及び健康保険の未適用事業所に対する適用促進事業については、2005

年度（平成17年度）以降、市場化テスト（官民競争入札制度又は民間競争入札制

度）のモデル事業として、未適用事業所の把握、加入勧奨業務などを外部委託し、

2007年度（平成19年度）からは、全社会保険事務所を対象として、一般競争入札

による外部委託を実施している。 

  ③徴収業務 

  ・国民年金保険料収納事業については、2005年度（平成17年度）以降、市場化テスト

のモデル事業として、強制徴収や免除勧奨を除く納付督励業務についての外部委

託を行い、順次実施か所数を増やしており、今後、全ての社会保険事務所におい

て実施する予定となっている。 

  ・また、現在、市場化テストの対象地区以外を管轄している社会保険事務所において

も、国民年金保険料の未納者に対する電話納付督励業務について外部委託を実施

している。 

  ④相談業務 

  ・年金電話相談事業についても、2005年度（平成17年度）以降、全国23か所の年金電

話相談センターのうち、２か所の年金電話相談センターにおいて、市場化テスト

のモデル事業として、年金相談への対応を外部委託している。 

  ・これら年金電話相談センターは順次廃止して、2008年度（平成20年度）中に全国３

か所のコールセンターに統合し、その業務運営について外部委託を行うこととし

ており、第１コールセンターについては、2007年（平成19年）７月に設置済みで

ある。 

  ⑤システム関係業務 

  ・社会保険オンラインシステムにおける法律改正などに伴うソフトウェアの開発業務、

運用業務、保守などの維持管理業務について外部委託を実施している。 

 ○社会保険庁においては、「人員削減計画」に基づき、業務・システム改革や外部委託

化の推進によって、2005年度（平成17年度）末人員比で、2012年度（平成24年度）ま
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でに、正規職員1,500人程度、非常勤職員4,500人程度、合計で6,000人程度の純減

（全国健康保険協会及び保険医療指導・監督などの業務に係る移管分を除く。）を図

ることとしているが、この人員削減計画に盛り込まれた内容については、着実に実施

を図ることがまずは必要である。 

 

５ 更なる外部委託の検討（社会保険庁による改革案の検討・評価） 

 ○当会議においては、上述の既存の「人員削減計画」に盛り込まれた内容に加え、更な

る外部委託の推進を検討するため、まずは、本年11月20日の当会議において提示され

た社会保険庁自身による改革案（以下「社保庁案」という。）を議論の一つの材料と

して、検討を行ってきた。 

 ○今般の中間整理においては、この社保庁案についての評価や、今後更に検討を深める

べき課題の指摘を中心に、以下、議論を整理することとした。 

  ①届書、申請書などの審査業務の外部委託化の検討 

  ・審査業務については、業務の標準化を進めることによって、できる限り、外部委託

化を推進すべきである。 

  ・社保庁案においては、「判断を要する審査は外部委託の対象外」としているが、専

門性を必要とする審査の内容、範囲については、引き続き、精査が必要である。

いずれにせよ、業務の標準化を徹底して行うことが強く求められる。 

  ・また、社保庁案においては、「二次審査は正規職員が実施するもの」としているが、

標準化された定型業務であれば、委託先へのモニタリングの強化などにより審査

結果の適正性を確保すれば足りるという考え方もあり得る。今後、その適否につ

き、更に議論を深める必要がある。 

  ②国民年金保険料免除勧奨業務の外部委託化の検討 

  ・現在、国民年金保険料の納付督励については市場化テストによる外部委託を推進し

ているが、免除勧奨業務については市町村から提供された個人の所得情報を扱っ

て業務を行うという理由から、外部委託の対象外とされている。 

  ・しかしながら、今般の機構法においては、外部委託先にも守秘義務が課され、かつ、

みなし公務員の仕組みも設けられており、法的には守秘義務の問題は生じないと

いえる。したがって、納付督励と同様、外部委託化を進め、効果的な勧奨を行う

ことが適当である。 

  ・ただし、その際には、所得情報の提供者である市町村の理解・協力を得つつ、進め

ることが必要である。また、委託業者が、デリケートな個人情報を扱うこととな

ることから、委託先の選定に当たっては、個人情報の管理能力を、重要な判断基

準とすべきである。 

  ③バックオフィス業務のシステム化・外部委託化の検討 

  ・バックオフィス業務（間接業務）については、徹底したシステム化を図ることが必
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要である。その上で、システム化によって効率化が図られた事務について、外部

委託することで、更に効率化が図られると見込まれる場合には、積極的に外部委

託化すべきである。 

  ・なお、システム化に当たっては、その導入費用を抑えるため、極力、既存パッケー

ジソフトを活用するとともに、現状の業務処理の方法にシステムを合わせるので

はなく、システム（ソフトウェア）に合わせた業務の見直しを行っていく、とい

う発想が必要である。 

  ④来訪による年金相談の外部委託化の検討 

  ・来訪による年金相談の外部委託化に際しては、社保庁案においては、「定型化・標

準化が必要」とし、更に様々な課題を指摘している。 

  ・これらの課題については、更に精査し、外部委託によるメリット、デメリットを検

証する必要があるが、国民サービスの向上や費用対効果の視点を踏まえ、最も望

ましいあり方を検討することが必要である。 

  ・その際、社会保険労務士や市町村の活用についても、どのようにすればそれが可能

か、その方法を工夫しながら、積極的に検討することが必要である。 

  ・なお、年金相談は、国民の声に直に接する重要な機会であることから、機構自らも

一定の範囲で行うことが必要ではないかと考えられる。こうした機構が自ら行う

相談業務と委託による相談業務を組み合わせることによって競争性を高め、国民

サービスの向上につなげていくことが重要である。 

  ⑤強制徴収業務、事業所調査業務について 

  ・これらの業務については、現行の機構法及び厚生年金保険法などの関連法律上、外

部委託することはできないことから、仮に外部委託を可能とするためには、法律

改正を要することとなるが、業務運営の効率化や公正性の確保など機構法におい

て示された基本理念を実現する、という観点から、どのような業務執行体制とす

ることが最もふさわしいかについては、常に検証が加えられるべきである。 

  ・将来的には市場化テストの活用など法的な措置を講じることにより民間活用を可能

とする検討の必要性を指摘しておきたい。 

 ○以上、社保庁案についての考え方を述べてきたが、この他、社保庁案において更なる

外部委託の検討の対象とされていない業務についても、その外部委託の適否について、

今後、整理が必要である。 

 

６ 外部委託契約のあり方など外部委託推進に当たって留意すべき事項 

 ○外部委託契約の締結に当たっては、契約の競争性や透明性の確保を図るため、一般競

争入札を原則とした上で、業務品質の維持・向上が図られるような措置を講じること

が必要である。 

 ○このため、入札に当たっては、価格のみの競争ではなく、企画内容や業務品質が適正
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に評価できるよう、委託する業務の内容に応じ、総合評価落札方式や企画競争の活用

などによる適切な委託業者の選定が行えるよう、工夫が求められる。また、公正で適

切な契約を担保するため、事前審査を的確に行うとともに、監事監査や外部の会計人

監査の中でも入札や契約の状況についても厳格なチェックがなされることが望まれる。 

 ○また、事業者が業務を受託しやすくするため、初期投資を回収でき、かつ、業務ノウ

ハウの蓄積も図ることができるよう、必要に応じ、業務の包括的委託、複数年契約な

どについて、積極的に検討すべきである。複数年契約を締結する場合においては、長

期契約によるリスクを回避するため、契約解除に関する基準などを明確にしておくこ

とが重要である。 

 ○さらに、委託業務について、適正な達成目標を設定し、達成目標を上回った場合には

成功報酬を支払うなど、業務の実績・効果の向上につながるインセンティヴが働くよ

うな契約の仕組みを検討すべきである。 

 ○委託業務における業務品質の維持・向上にとって、何にも増して重要なことは、基本

的考え方においても述べたように、委託元である機構が、業務を委託先に任せきりに

することなく、委託業者の業務内容を適正に管理、監視し、委託者としての管理責任

を果たすことである。このため、適切なモニタリングの実施やモニタリング手法の開

発、さらに、それを担う人材の育成などが極めて重要である。特に、システム関係に

ついては、開発事業者に依存してきたこれまでの反省に立って、委託業者に対して十

分な管理、監視を行えるよう、人材や組織体制の確保が強く求められる。 

   また、委託先や委託による業務の成果について公表するなど、契約内容の透明性を

確保することも必要である。 

 ○また、公的年金の運営に当たっては、膨大な個人情報を取り扱うことが必要となる。

制度上は委託先に守秘義務が課せられているとはいえ、実態上も委託業者などにおい

て個人情報が適切に管理されるよう、徹底した指導やルール化が求められる。 

 ○なお、外部委託を行う方法としては請負と派遣の二種類がある。その際、請負では、

発注者から業務従事者への指揮命令が認められていないことにも留意すべきである。 

 ○この他、業務効率化と業務品質の向上を図る観点から、電子申請の利用を促進するた

めの取組を積極的に推進することが強く求められる。電子申請の利用が促進されれば、

各種届書類の受付やＯＣＲによる読取り情報の確認・補正作業に関する委託業務の大

幅な削減が見込まれることから、コスト削減を図ることが可能となる。また、ＯＣＲ

による読取りの誤りという問題の発生を防ぐことも可能となるなど、そのメリットは

極めて大きなものがあると考えられる。現在、電子申請の普及率は極めて低調である

が、電子申請を行うことについてのインセンティヴが働く仕組みを設けることや、利

用者が申請しやすい使い勝手のよいシステムに改善していくなど、電子申請を強力に

推進する方策を早急に検討し、具体化することが必要である。 
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７ 国民の信頼回復のために新しい組織づくりの設計に際して特に求められるべき主な事

項 

 ○以上、外部委託の推進のあり方について整理を行ってきたが、以下においては、社保

庁案を踏まえつつ、国民の信頼回復のため、新しい組織づくりの設計に際して特に求

められるべき主な事項について整理する。 

 ○国民本位のサービスを提供する意識の徹底 

  ・機構が国民の信頼を勝ち得る組織として再生するためには、組織の設計をどうする

か、といった仕組み以前の根本問題として、職員一人ひとりが、国民本位のサー

ビスを提供する、という意識、そしてまた、公的年金という国民生活にとって極

めて重要な制度の運営を担っているという高い使命感を持つことが強く求められ

る。 

  ・業務改革に後ろ向きな者など、公的年金業務に対する国民の信頼を著しく損ねたよ

うな者が漫然と機構の職員に採用されることがあってはならない、という強い姿

勢で職員採用を行うとともに、採用された職員には、上述したような意識の徹底

を常に図ることが必要である。 

 ○組織ガバナンス・体制のあり方 

  ・地域ブロック単位にブロック本部を設けるに当たっては、効率的かつ効果的な業務

を行うという組織目標の実現のためには、どのような組織体制とし、どのような

機能を持たせるのが望ましいのか、を十分に整理する必要がある。その上で、ブ

ロックの設置数や設置場所についても、更に検討することが必要である。 

  ・広域ブロック単位に設置することとされている集約事務センターや、全国３か所に

設置することとされているコールセンターについても、設置か所数や設置場所に

ついて、検討が必要である。 

  ・さらに、年金事務所については、その機能の変化を踏まえ、かつ、住民ニーズへの

的確な対応という観点から、その必要数を含めた事務所の再編のあり方や将来展

望を示すことが求められる。 

  ・また、以上の組織体制については、将来にわたって固定化するものではなく、効率

的かつ効果的な業務遂行のため、システムの整備状況、実績評価などを踏まえ、

機構が自ら適時適切に検討を加えていくべきものである。 

 ○ＩＴガバナンスの構築を含むＩＴ体制の確立 

  ・公的年金業務は、システムへの依存度や活用度が高い一方で、社会保険庁にはＩＴ

ガバナンスが欠如しており、ＩＴガバナンスの構築を含むＩＴ体制の確立は、新

しい機構づくりにおける最重要課題の一つである。 

  ・システム開発については、法律上、国が記録の保有主体とされていることとの関係

で、国が最終的な責任を負う仕組みとされているが、他方、実際のシステムの運

用は専ら機構が担うこととなる。 
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  ・このような制度的な枠組みの下では、国と機構の緊密な連携を図ることが必要とな

る一方で、両者の権限・責任関係が不明確となり、その結果としてガバナンスの

構築に支障を来す懸念がある。こうした懸念を解消するため、システムについて

の国と機構の権限・責任に関する役割分担を明確にするとともに、公的年金業務

に必要なシステムについて適切な判断の下せる人材や組織体制を確保することが

極めて重要である。また、外部の第三者の知見を有効に活用できるようにするこ

とも必要である。 

  ・ＩＴ体制の確立のため、機構にＣＩＯ（システム担当理事）やＰＪＭＯ（本部のシ

ステム担当部門）を置き、これらが実質的に機能するための人材を確保すること

が極めて重要である。とりわけ、公的年金業務において、システムは重要な位置

を占めることから、機構のＣＩＯの役割は重大である。このため、機構のＣＩＯ

は単にシステムに精通しているだけではなく、業務にも通じた総合的見地から判

断できる者でなければならない。また、こうした人材の確保や育成のため、非公

務員化のメリットを活かし、必要な給与体系や中途採用の積極的な推進なども考

えていく必要がある。 

 ○監督体制及びコンプライアンス体制の強化 

  ・監査については、機構内部の監査体制や内容の充実を図るとともに、監事に外部人

材を登用し、また、外部の会計監査人の監査を受けるなど、外部の知見を活用し

ていくことが重要である。 

  ・コンプライアンス（法令遵守）を強化するための体制を確立することが必要であり、

これが効果的に機能するためには、内外からの通報を受ける外部窓口を設けるな

ど、外部人材を活用することが必要不可欠である。 

 ○固定的な三層構造の一掃と人材登用の仕組み 

  ・本庁・地方庁別に採用を行い、採用区分によって人事異動が固定化されるような従

来の仕組みは廃止して、本部、地方組織間で全国異動を行い、管理業務と現業業

務の経験を通じて幹部を養成することを基本的なキャリアパターンとして確立し、

これを人事制度上のルールとすることが必要である。これにより、組織としての

一体感を醸成し、職員のモチベーションを高く保つことができるようにすること

が極めて重要である。 

  ・幹部への登用を含む厚生労働省との人事交流のあり方については、制度を企画立案

する国と業務を担う機構との緊密な連携を確保する観点から、これを完全に排除

することは必ずしも適当ではない。しかしながら、厚生労働省から幹部人材を登

用する場合には、腰掛け的なものとならないよう、例えば、機構での一定年数以

上の業務経験を有することや、厚生労働省への復帰は行わないことを要件とする

ことの検討、若手職員の人事交流については現場の第一線を担う年金事務所など

への出向を中心とすることの検討など、従来の固定的な三層構造問題の反省の上
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に立ったルールづくりが必要である。 

 ○職員のモチベーションを高める人事・給与体系、人材育成 

  ・人事・給与体系については、職員のモチベーションを高めることができるよう、能

力と実績に応じた仕組みを確立することが必要である。 

  ・例えば、年功序列を排した人材登用や給与体系の確立、人事評価に基づく賞与制度

や昇給の査定幅の拡大など、成果を挙げた職員を適正に処遇することが可能とな

るような給与体系を構築し、これまでの公務員型の仕組みからの脱却を図ること

が強く求められる。 

  ・社会保険労務士資格の取得促進や外部委託の活用も含めた研修体制の充実など、職

員の専門性の向上のための取組を積極的に進めるべきである。 

 ○国民サービスの向上・情報公開 

  ・国民の信頼回復といった観点からは、国民サービスの向上や情報公開に向けた取組

をより一層充実させることが重要である。 

  ・まず、国民のニーズを的確に把握すること、そしてまた、そのニーズが業務に直接

反映される仕組みを確立することが重要であり、そのためには、利用者ニーズ調

査の継続的な実施や、被保険者、事業主、受給者などの意見を反映する仕組みと

して設置が予定されている運営評議会の機能の充実を図ることが求められる。 

  ・広報についても、国民にとって分かりやすく親切な情報提供を効果的に行うよう、

改善が求められる。 

  ・機構の業務の目標や成果などについては、年次報告書その他により情報公開してい

くことが必要である。 

 

８ その他最終整理に向けての留意事項 

 以上、「外部委託の推進のあり方」を中心に、新たな機構に求められるべき諸点を含め、

現時点における検討結果を整理した。 

 以上の検討結果については、検討の方向性や課題の指摘にとどまっているものも多い。

先に取りまとめた「職員の採用のあり方」に関する中間整理での指摘事項も含め、今後、

これらの中間整理の内容について、国民から意見・情報を募り、これらも参考にしつつ、

更に検討を深めることとしたい。 

 社会保険庁においても、機構が発足する2010年（平成22年）１月までの２年間の準備が

極めて重要であることを十分認識し、自ら改革に向けた取組を着実に進めていくことを強

く望む。 

 機構の必要職員数については、以上に指摘した更なる外部委託化の各検討項目に関する

方針を整理した上で、これを明らかにしていくこととしたい。その際、機構が自ら行うこ

とが必要と整理された業務については、その業務に見合った適正な必要職員数はどの程度

の規模なのか、今後、増員が予定されているものを含め、精査が必要である。 
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 また、2011年度（平成23年度）中を目途に導入が予定されている社会保障カード（仮

称）や、将来、年金給付システムの刷新が進められることで、公的年金業務の処理方法に

どのような影響を及ぼし得るのかについても、留意が必要である。 

 当会議としては、これまでに述べてきた諸課題について今後更なる検討を行った上で、

来年５月を目途として、最終整理を行うこととしたい。 

 

 以上です。 

○本田座長 それでは、個別の項目ごとに議論を進めてまいりたいと考えています。よろ

しくお願いします。 

 まず、今の整理の中で「外部委託の推進についての中間整理に当たって」というところ

と、「新しい組織づくりの理念、視点と外部委託の目的」、「外部委託推進の基本的考え

方」、この３点について最初に何かございましたらお願いいたしたいと思います。 

 斎藤委員。 

○斎藤委員 特に２番の理念、そして外部委託の目的のところなのですが。民間の企業で

アウトソーシングするときはどこまでアウトソーシングするか、何をアウトソーシングす

るかということを考えるのに当たって、我が社のコアコンピタンスは何なのか、我が社で

しかできないことは何なのかをまず確認して、それ以外のものは外に出した方が効率良く

できるのであれば外に出すという判断基準を設けるところから始まると思います。 

 この２番の理念、視点、目的というのがそれに当たると思うのですが、一体社会保険庁

あるいは新しい日本年金機構のコアコンピタンスは何なのか、日本年金機構でなければで

きないこと、日本年金機構が一番得意とするところは何なのかというのを一度確認してか

らの方がいいのかと思いました。 

 日本年金機構が他の組織に比べて一番上手にできることは何かというと、多分年金業務

に熟知していること、これが一番のコアコンピタンスなのではないでしょうか。ですから、

その熟知した年金業務を基にシステムを構築するにはどうしたらいいか、外部の委託先に

どうやって業務をしてもらったらいいのかを考えるべきでしょう。そのプロセスの指導、

管理をする人材が日本年金機構に残っていることが重要になると思います。 

 そして、更にシステムの進歩、ＩＴ技術の進歩などを考慮して、新しいシステムにどん

どん変えていくことを決断する、それが日本年金機構なのかと私なりに考えております。

その辺りをもう少し書いていただいた方がいいのかと思いながら今の文章を聞いておりま

した。 

○本田座長 私が答えるというのも変ですけれども、恐らく今までの社会保険庁からのご

説明は２点だったと思うのです。一つは今斎藤委員がおっしゃったまさに専門性。今まで

年金業務をずっとやってきたわけですから、それから培われてきた専門性、これは当然の

ことだと思います。一般的に民間ではこれはコアコンピタンスかもしれない。もう一つ出

てきたのは、これは少し委託のところにも出てきますけれども、いわゆる公権力の行使と
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いうか行政処分については、普通民間ではできない業務です。そのいわゆる専門性の発揮

の部分と、行政処分、この二つは日本年金機構でやりたいと、またやらなければならない

というのが今までのご説明だったと思います。 

その点は３番目の「外部委託推進の基本的考え方」というところでも触れていますが、

この中でまず徹底した見直し云々というのは、一つは効率化の問題もありますし、まさに

そこでなければできない相談業務などの業務もあります。最後の方に行政処分であっても

それは余り拡大解釈するのではなくて、外部委託を行う上で課題があれば、どのようにす

れば解決が可能か、というスタンスで検討を進めると書いています。基本的な考えとして、

コアコンピタンスを使うかどうか、社会保険庁でなければできない業務は何なのかという

ことをまず前提にというのはここに入れるかどうかだという感じがします。 

 いかがですか。 

 ややどちらかというと社会保険庁は自分のところで全部抱えたがっているから、できれ

ば出せと、積極的に出すべきだという感じで取りまとめられているわけですね。その出す

場合の判断要素というのはまさに外部に出すことによってコストも下がるという点です。

民間の場合、どちらかといえばコアコンピタンス以外出すというのはコストの問題だと思

います。この場合はコストの問題だけではなくて行政サービスの向上も図られること、こ

の二つの要素からできるだけ積極的に出しましょうということです。残すものは何かとい

う発想が少し足らないのですけれども。ただし、言外に出ているのは先ほど申し上げたよ

うに、やはり年金業務を全部書いてあります。これについては社会保険庁の職員が、本来

であれば、また当然そうだと思いますけれども、専門家であるという前提です。専門家で

はあるけれども出せるもので更に効率化が図られるものは出すという考え方です。 

 もう一つは先ほど申し上げたように行政処分のようなものについてはかなり社会保険庁

の方は出せないという言い方をしていますが、それについてはあまり拡大解釈ではなくて、

できるだけ出せる方向で考えるべきではないですかという形で、一応この案自体はまとま

っているのだと思うのですが。 

 もし補足があれば、事務局から何か意見はありますか。 

 斎藤委員のおっしゃったことを検討してみますけれども、文章化するのは大変難しい感

じがします。今、社会保険庁の置かれている現状と今おっしゃったような立場との中でど

ういう表現にするか。ある意味では盛り込んであるし、おっしゃっているのは、要するに

理念を書きなさいということだと思うのです。外部委託するに当たっての理念。これはま

さに新しい日本年金機構の使命というものからみて、最終的には業務の効率化とサービス

の推進、その立場から委託した方がいいか悪いかどうかを考えましょうということになっ

ている。そのこと自体は私は斎藤委員のおっしゃったことと、それほど変わってはいない

のではないか、という感じはします。 

 あと何かございませんか。 

 それでは次に、「現時点における外部委託の取組状況」、「更なる外部委託の検討」、
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この二つについてご意見がございましたらお願いいたしたいと思います。 

○岩瀬委員 更なる外部委託の検討の中の４番目のところに書かれています、来訪による

年金相談の外部委託化の検討の中で、上から３つ目のポツの文章なのですけれども。ここ

には、社会保険労務士や市町村の活用についてどのようにすればそれが可能か、方法を工

夫しながら検討するというように書かれているのですが、少し抽象的すぎるような気がい

たします。 

 そこで、できれば文言を付け加えていただけないかと思うのですが。この再生会議の中

でもヒアリングをしました社会保険労務士会が提案している街角の社会保険支援センター

構想だとか、あるいは市町村の活用だけではなくて、市町村の年金関係窓口の活用という

ことを今後検討すべきではないかというように書いていただいた方がより具体化されて分

かりやすいのではないかと思いますので、少しそれをご検討いただけないかと思います。 

○本田座長 前段の社会保険労務士の方ですけれども、今、岩瀬委員がおっしゃったのは

社会保険労務士が何かこういう機構を作るとか。 

○岩瀬委員 そうです。街角で2,000か所作るという。 

○本田座長 それを具体的に書く方がと。 

○岩瀬委員 ええ、書いた方が。社会保険労務士の活用というだけでは、社会保険労務士

の専門性を相談業務に十分に活かすというようにはなかなかなりにくいのではないかと思

いまして。ちょっとこの会議のミッションから外れますけれども、今年から来年にかけて

年金相談へ人が殺到すると思うのです。ねんきん特別便が出されたということで。この相

談業務の窓口の混乱というのは１年、２年では解消しないと思うのです。新しい日本年金

機構がスタートした後も引き継ぐ問題でもあろうかと思いますので、そういう体制を強化

する意味でその辺を書いた方がいいという考えです。 

○本田座長 社会保険労務士で作る街角の社会保険支援センターは、組織自体まだ少しは

っきりとしていませんし、その活用方法は検討の中ではあると思いますが、ここの中でそ

れを活用するとか言ってしまうと、その下に出てくる費用対効果の問題があると思います。

今は社会保険労務士さんが相談料を受け取りながらやっている。今度ああいうことになり

ますと大々的に委託で受けますという格好になる可能性があるのです。それをどう考える

かという問題が現実にあるわけです。だから、そこのところは少しまだ検討が必要ではな

いかと思います。そこに具体的に踏み込むのはいかがかという感じでやや抽象論になって

いますが。 

 今おっしゃったもう一つの市町村の窓口、これは今おっしゃったようなことでいろいろ

と、文言については少し知恵を絞りたいと思います。 

○岩瀬委員 はい、分かりました。では、よろしくお願いします。 

○本田座長 ここの部分は今こういうことをやっていますということと、社会保険庁が説

明したことについての考え方だけで余りご議論ないのかという感じはありますけれども。

よろしいですか。 
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 それでは次に、「外部委託契約のあり方など外部委託推進に当たって留意すべき事項」

というところについて、何かご意見ございませんか。 

 非常に単純なことなのですけれども、ここの２つ目に「監事監査や外部の会計人監査」

と書いてあるのですけれども、会計人監査というのは外部ということではないかと思うの

です。外部の会計人監査という言葉があるのかなと。後でも出てくるのですけれども。会

計人監査といえばもう外部なのではないでしょうか。これは一般用語として、斎藤委員、

どのような感じですか。 

○斎藤委員 今まさに金融庁の書類を作っていて、私も外部の監査人と書いていました。

そういえばいけなかったのかと思って。ちょっと分かりません。 

○本田座長 いや、特段問題ではないのだけれども、会計人監査といえば外部ではないか

と一般的に思うのですけれども。これは語句の問題ですから、また少し勉強してみたいと

思います。 

○大山委員 ６ページの一番下です。原案を見たときは気づかなかったのですが、もう一

回読み直してみると、下から２行目、「また」以降ですが、「ＯＣＲによる読取りの誤り

という問題の発生を防ぐことも可能となるなど」と書いてあります。このままでも間違っ

ているということはないのですが、ＯＣＲによる読取りの誤りという問題は、多分打ち出

してまた人が確認するので、手間が掛かるという問題を別にすれば、かなり少ないと思い

ます。しかしながら、今回の年金に関するいろいろな問題が起きていることを考えると、

年金記録となるデータの入力に関わる問題点があったと言えると思います。 

 したがって、ここのところはＯＣＲによる読取りの誤りという書き方をするよりは、年

金記録情報の入力に関する課題が、大幅に改善されますというような書きぶりに変えるこ

とが、もしまだ余裕があればそういう書き方にできるのではないかという気がします。 

○本田座長 いい方向にどんどん伸ばしていけばいいと思いますから。分かりました。 

○大山委員 読み返したらやはりその方がいいのではないかと思いましたので、すみませ

ん。 

○八田委員 二つほどあるのですが。６ページで、まず○の３番目です。これは複数年契

約ができるように、あるいは業務の包括的委託ができるようにということなのですが、こ

れまでのシステムの一つの問題点というのは、元々ソフトを作るときに業者側は大変な費

用を掛けたにも関わらず、単年度主義の予算のために社会保険庁が一括購入することがで

きなかった。それでレンタルということになって、知的財産権を社会保険庁が持つことが

できなかったと、そういうことだと思うのです。 

 普通であれば、どこかから金を借りてきてポンとそれを買って、そして社会保険庁がそ

の金を毎年返していくということにして、知的財産権自体は自分のものとするということ

ができると思います。しかし、ここで書いてあることはそういうことができるということ

なのでしょうか。ちょっとそうは読めないのです。 

 今度は民間になるわけだから、銀行から金を借りてきて一括してポンと買うというよう
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なことも可能なのでしょうか。そうならば今までの国の機関だったということの根本的な

欠陥を正すことができるのだと思います。そうであれば、そのようにそこのところを強調

する文章があってもいいのではないかと思います。 

○長田行政改革推進事務局企画官 今の件に関してでございますが、日本年金機構法とい

う法律上、長期借入はできないという法律上の縛りがかかっております。短期の借入は一

定範囲で認められているのでございますが、長期の借入は認められないという形になって

おります。 

 にも関わらず、複数年契約が今後やりやすくなるかということに関しましては、以前社

会保険庁からもご説明がございましたけれども、これは日本年金機構の場合には中期計画

というものを作る、法律上中期計画を作るということになっておりまして、独立行政法人

なども同様でございますけれども。中期計画の中に、中期計画期間中の予算の見積りとい

うものもを示すことになっていまして、そこで大体予算の大枠が予測可能な範囲として定

められるということで、基本は予算単年度主義というものはあるのですけれども、そこは

今までの国の予算の単年度主義に比べると柔軟に契約もできるという整理になっていると

いうものでございます。 

○八田委員 そうすると、作ったシステムの所有権というのはどちらになるのでしょうか。 

○長田行政改革推進事務局企画官 これはあくまで社会保険庁から聞いた説明でございま

すけれども、システムに関しての契約の主体というのは国ということで聞いておりますの

で、国が契約主体となり、国が可能な限り知的所有権は所有する方向での契約形態とした

いというような説明であったかと思います。 

○八田委員 それが、お金を借りることができなくて、そして複数年契約にして、しかし

まだ十分全部払っていなくても所有権がこちらのものになるということについてですね。

役所の中で唯一。特許庁のシステムは全部買い取っているというように聞いています。そ

ういうことができるようにしないと、また前のようなことがあると思います。そこのとこ

ろは実態的にも確かめて文章的にも反映してみるといいと思います。それが第１点です。 

 それからもう一つは、こういうことをここに書くべきかどうか知らないですけれども、

委託先の業者に対して、人事交流があるのは全く構わないと思いますが、天下りがあって

はまずい。こちらの退職者を引き受けてもらうとか、あるいはもう辞めてそのままずっと

引き取ってもらうということはあってはならないと思うので、そのことはいろいろ言い方

があると思うのですが、人事交流と識別して書く必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

○本田座長 １点目の方は、いわゆる複数年契約を積極的に活用すべきであるという中で、

いろいろとこれから知恵を絞っておっしゃったようなことを検討していく。非常に難しい

ことは、予算自体は単年度主義なのです。既に先ほどのこの中にも出てきていますけれど

も、市場化テストは３年契約でやれるようになっていますので、これは先ほどの説明で

先々が読めていく。今おっしゃった買取りについても、できないということではなくて、
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できる方法で、「積極的に検討」の中で一応読み込ませていただくということで検討を更

に進めると。 

 ２点目、どこに入れますかね。確か委託先に天下らないようにするということですよね。 

○八田委員 今まではそれが一つ問題だったわけですね。「人事交流と、それから天下り

の言葉の定義などを詳しく書く必要はないから、一つ○でもって短い文章で、人事交流は

やるべきだが、天下りと取られるようなことはすべきではない」というように書いてはど

うでしょうか。 

○本田座長 「委託先や委託による業務の成果について公表するなど、契約内容の透明性

を確保する」と書いてあるけれども、その辺にうまく入れる手はあるかもしれないですね。 

○小嶌委員 非常勤職員については、丸ごと委託先にいってしまうという場合もあるので

はないかと思うのですが。丸ごといってしまって、天下りでは決してないのですけれども、

要するに身分が公務員から外部委託先の従業員に変わるというケースは十分考えられるの

で、それは当然排除してはいけないと思いますから、その辺は注意しながら書くべきでは

ないかと。 

○本田座長 今、八田委員がおっしゃった意味は大体分かりましたので、ちょっと何らか

の知恵を絞ってみましょう。それと、小嶌委員がおっしゃったようなことにならないよう

な。 

 もしよろしければ、次に「国民の信頼回復のために新しい組織づくりの設計に際して特

に求められるべき主な事項」ということで、７ページ。 

○大山委員 すみません。ここの中に重要な点があるので、あえて聞かせてください。用

語の使い方として、全体にも関わると思いますが、「極めて重要である」というように例

えば書いてあるところと、「必要がある」、「必要不可欠である」というように言葉を使

っているところがあります。この中間整理が出て、絶対にそうしなければならないという

ことを明確に言うためには「極めて重要である」という言葉で済むのかというのがちょっ

と分かりません。極めて重要ですね、そうですね、はい、で終わると何もならないという

のをどう表現しているのかということが分からないので、少し言葉の使い方をはっきりと

定義しているのであれば教えていただきたいと思います。 

○本田座長 そこはもう一回よく見させてもらいます。私もどちらかといえば、「最も」

とか「極めて」とか余りそういうのは書くべきではないと思っているのですけれども。

「重要である」ということではないかと思うのですけれども。ただ、統一がとれていない

ことは事実でございますので、もう一回よく見てみたいと思います。 

 少なくとも「重要である」ということはやってくださいということだと思うのです。そ

れと、時間的な余裕があるとき「必要である」という言い方をしていますけれども。「べ

きである」とか「できるだけ早く」という言い方は、必要ないということではないけれど

も、ある程度タイムラグはあるのかなという感じでは見ていますけれども。ただ、「最

も」とか「極めて」とかいうのは少しいかがかと私も思っていますので。 
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○江澤行政改革推進事務局次長 言葉は確かに座長おっしゃるとおり未整理なところがあ

るのですが。ただ、これは中間整理でございますので、中間整理だから結論ではないのだ

という面もあるので。かといって一方で座長のご指摘になられた今の社会保険庁が真剣に

まず取り組めというような部分については、明日からでもこれをきちんとやってほしいと、

それは受け止める人の問題だという面もありますので。用語はきちんと整理しますけれど

も、中間整理なので、そしてこれがまとまりましたらまたいろいろな意見もお聞きした上

で最終的にまとめていくものであるということもございます。 

○斎藤委員 ８ページの○の２つ目、ポツの２番目のところなのですが。５行目、「日本

年金機構での一定年数以上の業務経験を有することや」とございますけれども、これは一

例として載せていらっしゃるのだろうという理解でおりますが、それでよろしいのでしょ

うか。こういうようなことで実際に経験がある人だけがということになると人事が固定す

る可能性もあるので、私は余り必要がないとは思っているのですが。こういうような例も

あるというように例を羅列しているだけであれば特に何ということもないのですけれども、

少々これが気になりました。 

○本田座長 「例えば」のところですか。「機構での一定年数以上の業務」、ここのくだ

り。これは厚生労働省から来る人のことを言っている部分ですね。民間から来た人のこと

を言っているわけではないという判断ですけれども。 

○斎藤委員 厚生労働省の中でも、あの人は何の専門という形で割と縦割りになっていま

すよね。それが時々外れたりすることもあるやにはうかがっていますけれども、割と縦割

りで硬直的なような気がいたします。ただ、マネジメントレベルになるとその専門性とい

うよりもマネジメントの能力でフレッシュな目で新しい組織を見ることによって改革が進

むこともあるし、新しい視点で何か物事を進めることもあるので、何年かその経験がある

ことを必要要件とする必要はないのではないかと個人的には思っておりました。 

○本田座長 少し筆が走ったかもしれませんけれども、今まで何の経験もなしに１年だけ

ですぐ帰っていくと、こういうのはおかしいのではないかと。やはり年金というのは大事

な問題なのだから、一つは現場もよく知っていて、なおかつ適格な人ということで、一定

年数ぐらいきちんと経験した方がいいという意味で書いてあるので。 

 今、斎藤委員がおっしゃったことは、例示ですから、除外しますということではないの

だろうと思います。今の現実に起こっている具体的な問題を指摘するという意味で、そう

いった方がかえって分かりやすいのではないかというような発想で、例示ということです。 

○江澤行政改革推進事務局次長 ほぼ今座長にご説明を頂戴してしまったのでございます

けれども、もう少し付け加えをさせていただきますと、まさに例示ということなのですが、

二種類一応書いたというつもりでございます。一つは腰掛け的でないという意味で、一定

年数以上いるということが一つの条件として考え得るのではないかということ。それから、

「有することや」の後に、「厚生労働省への復帰は行わない」と。これはそれまで従事経

験がないとしても、ある時点で日本年金機構に出向というか日本年金機構に来ましたと。
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それから以降はいわばもうノーリターンで覚悟を決めてやっていただくということ、二種

類の例を挙げております。かつそのことの検討という形で、最終的にはそこは日本年金機

構の理事長がしかるべき判断をすべきことであろうかと思います。そういうことでここの

文章は表現をさせていただいたつもりでございます。 

○本田座長 それでは、最後の「その他最終整理に向けての留意事項」の点につきまして、

９ページでございますが、何かございますか。 

 それでは、ご意見もないようでございますので、事前に先生方にはお読みいただいてお

目通しいただいているということで。 

 今、斎藤委員、岩瀬委員、大山委員、八田委員からご意見がありました。岩瀬委員のご

指摘と大山先生のご指摘については、必要な修正を加えたいと思います。斎藤委員のご指

摘は少々難しいかもしれませんので少し考えさせてください。コアコンピタンスの場合、

コア業務がどういうことかということですね。 

 では、事務局の方、分かりましたね。岩瀬委員からご指摘の点、大山委員からご指摘の

点。 

 それでは、大変活発なご議論、誠にありがとうございました。 

 この中間整理の素案につきましては本日の議論を踏まえまして、一部修正が今ございま

した。そこにつきましてはおおよその修正の考え方をお伝えいたしましたので、今後中間

整理の修正案文の作成につきましては私の方にご一任いただきまして、各委員にも再度ご

確認いただいた上で中間整理として取りまとめを行いたいと思います。 

 公表の方法でございますが、取りまとめの後、私から大臣に提出いたしました上で、記

者ブリーフィングを行って公表するという段取りといたしました。年内に公表するという

ことにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次回の会議につきましては、来年になりますが、日程につきましては追ってまた皆さん

と調整をしながら事務局の方から連絡をさせていただきたいと思います。 

 それでは、これをもちまして本日の会議は終了させていただきます。 

 なお、本日の会議につきましては、この後、私より記者ブリーフィングを行うこととし

ております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

  

以 上 


